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一人一台タブレット端末の適切な使い方について 

 

 枚方市では、公立小中学校すべての児童・生徒のみなさんに一人一台タブレット端末（iPad）を

貸与しています。この端末は、学習用に貸し出しており、デジタル・シティズンシップの考え方のもと、

自分がテクノロジーの特性を理解し、安全に責任を持ってデジタル機器を使えることをめざしていま

す。 

 一方、学習目的以外にタブレット端末（iPad）が使われている状況も散見されるため、特に、以下

に示しているような使い方を絶対にしないよう、ご家庭でも再度確認をお願いします。 

 

①ＳＩＭカードを抜き差しすること。 

 ※SIMカードを抜くと機器が検知します。さらにそのことが 

原因で不具合が発生する可能性もあります。 

 

②学校用のアカウント（～＠hirakata.osakamanabi.jp）以外のＧｏｏｇｌｅアカウントで、貸し出して

いるタブレット端末にログインすること。 

 

③学習以外の目的で zoomなどビデオ会議システムを使用すること。 

 

④視聴が制限されているＹｏｕＴｕｂｅなどの動画を、何らかの方法で制限解除したり、ダウンロードし

て視聴すること。 

 

⑤著作権のある文書、画像、音楽、動画などを違法に掲載しているインターネットサイトにアクセスし、

閲覧、ダウンロード、共有すること。 

 

⑥自分以外の人も含め、私用でタブレット端末を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

※上記の内容を含め、不適切な使用方法が確認された場合は、安全確認のために iPadを回収し、

使用状況を確認することがあります。 

※上記の内容を含め、不適切な使用方法をした場合は、通信料などを請求される場合があります。 

長時間ｉＰａｄを使用しないように注意し、こまめに目を

休めるようにしましょう。 


